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斐川町商工会報 

会員と商工会をむすぶ機関誌 

個人住民税の特別徴収の完全実施に向けて＊＊＊ 

島根県と県内すべての市町村は、平成３１年度から住民税の特別徴収の徹底に向け取り組みを強化されます。住民税の

特別徴収とは、所得税の源泉徴収と同じように事業主が従業員の給与から毎月徴収（天引き）し、従業員に代わって市

町村・県に納入する制度です。 

●特別徴収の事務 

毎年５月に特別徴収義務者（事業主）に「特別徴収税額決定通知書」が送付され、その税額を毎月の給与から徴収 

（天引き）し、翌月の１０日までに合計額を各従業員の住所地の市町へ納入します。 

●納期の特例について 

従業員が常時１０名未満の事業所は、申請により年１２回の納期を年２回とすることができます。 

 

労働保険に関するお知らせ＊＊＊ 

事業主のみなさまへ、厚生労働省・都道府県労働局・ハローワークからのお知らせが３点あります。 

●有期雇用労働者の離職理由の取扱いがかわります。 

平成３０年２月５日以降の有期労働契約の更新上限到来による離職の場合、離職証明書の記載にご留意ください。 

※離職された方の給付内容に影響がありますので、適切な記載をお願いいたします。 

●平成３０年４月１日から障害者雇用義務の対象に精神障害者が加わります。法定雇用率が現行より０.２％上がりま

す。 

※今回の変更に伴い、障害者雇用義務の民間 

企業の範囲が、従業員数５０人以上から 

４５.５人以上に変わります。あわせて、 

精神障害者である短時間労働者の算定方法 

が変わります。 

雇用算定方法：対象者１人につき０.５→１ 

※条件により対象にならない場合もあります。 

詳細はハローワークへお尋ねください。 

●平成３０年度の雇用保険料率は、平成２９年 

度から変更ありません。 

今後のスケジュール（予定） 

 平成３０年 ８月  特別徴収義務者指定予告通知書送付（市町村→事業者） 

 平成３０年１１月  給与支払報告書送付（市町村→事業者） 

 平成３１年 １月  給与支払報告書提出（事業者→市町村）  

 平成３１年 ５月  特別徴収税額決定通知書送付（市町村→事業者） 

平成３１年 ６月  特別徴収開始（事業者） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ますますお得になります！ 

本年４月に商工貯蓄共済ならびに福祉共済「生命」保障の保険料等が改定になります。 

申込書の申込日（告知日）が２０１８年４月１日分より、新料率が適用されます。 

契約年齢や性別により保険料は違いますが、契約年齢３０歳男性を例にあげますと・・ 

 

●商工貯蓄共済『死亡保障金額１００万円・保険期間１０年』の場合 

 

 

 

 

●福祉共済「生命」保障『死亡保障金額１,０００円・保険期間１０年』の場合 

 

 

 

 

 

 

申込日 月額掛金 年間保険料 年間差額 

２０１８年３月３１日以前 ２,０００円 ２,０７６円 
△３１２円 

２０１８年４月１日以降 ２,０００円 １,７６４円 

 

申込日 月額掛金 年間保険料 年間差額 

２０１８年３月３１日以前 １,７３０円 ２０,７６０円 
△３,１２０円 

２０１８年４月１日以降 １,４７０円 １７,６４０円 

 

ぜひ、この機会に新規・更新

の検討を兼ねて保険の見直

しをされてみてはいかがで

しょうか。 

なお、ジブラルタ生命保険に

よる無料保険相談は、随時受

付けておりますので、ぜひお

気軽にお申し込みください。 

出西支部＊＊＊＊＊ 

 

 

 

 

 

 

★新規会員のご紹介（平成２９年９月 1 日～平成３０年２月２８日）★ 

斐川町商工会へ新規会員様をご紹介ください！ 

☆ご紹介いただいた会員様に報奨金制度あり♪☆ 

ご紹介の方が新規会員様になられますと、１事業所につき壱萬円の報奨金がでます♪ 

≪加入のメリット≫ 

・経営のお悩みについて経営指導員がアドバイスをいたします。 

・小規模事業者の方には、無担保・無保証 

・低利の融資制度があります。 

・記帳のお手伝いをします。 

・労働保険の事務委託等が受けられます。 

その他にもたくさんのメリットがあります！ 

会費（年額）は、 

○個人事業所６,０００円～ ○法人事業所１１,０００円～ 

※１ 従業員数や資本金の規模額に応じて算出します。 

※２ このほか入会金５,０００円（新規入会時のみ）・支部会費（年額）

５,６００円～（事業規模に応じ支部で算出）が必要です。 

詳しくは、お問合せ下さい！ 

荘原支部＊＊＊＊＊ 

 

 

 

 

 

 

伊波野支部＊＊＊＊＊ 

●（株）ＰＬＡＮＴ（小売業） 

板垣 慎治 

●カフェレストラン ロワール（飲食業） 

三島 幸雄 

出西支部＊＊＊＊＊ 

 

直江支部＊＊＊＊＊ 

●パティスリーカスケット（洋菓子製造販売業） 

成相 大志 

地域に愛されるお店をつくります。 

イートインコーナーもありますので、

来てほっこりしてください！！ 

●さんいん食まる（コンサルタント（食品衛生）） 

石橋 治 

食品等事業者の皆様、ハサップ義務化の

準備はお済みですか？不安や疑問があ

れば、まず弊社へご相談ください！ 

メニューがすごく豊富で、色んな定食や

ランチセットがあります。ぜひ来て食べ

てみてください！ 

地域のニーズにお応えし、低価格での

商品提供により暮らしの拠り所となる

店です。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広告の掲載をしませんか！ 

手頃な料金でお店や会社の広告を掲載されませんか。この会報は、年６回奇数月末の発行で、

約５８０件の会員事業所と、約２０件の関係機関に配布しています。広告のスペースと料金

は次のとおりです。（税別で１回当たりの単価です）  

 

Ａ４版の 全面  → ２０,０００円 

１／２ → １０,０００円   

１／４ →  ５,０００円 

１／８ →  ２,５００円  

紙面作りの都合上、当面は毎号継続でお願

いしたいと思います。会報を広く会員の皆

さまにも活用していただきたいと考えて

いますので、ご意見もお寄せ下さい。        

 

 

 

 

 

 

 

  

★ 会場＆備品使用料のお知らせ ★ 

区分 単位 基本使用料 

大会議室 1 時間 800 円 

中会議室 1 時間 300 円 

※1 時間に満たない場合は 1 時間として計算する 

※営利目的の場合は基本使用料の 10 割相当額を加算する 

※冷暖房装置利用の場合は基本使用料の 4 割相当額を加算する 

※準備・片付け・リハーサルで利用の場合は基本使用料の 5 割 

相当額とする 

●会館（税別） 

用紙種類 コピー 印刷機 
 

用紙持込み 

ハガキ 10 円 3 円 ― 

B5 、B4 、A4  10 円 5 円 - １円 

A3  20 円 10 円 - 2 円 

※両面印刷・カラーコピーの場合は基本料金の 2 倍とする 

※印刷機は 1 原稿 30 枚以上とする 

※ハガキのコピー・印刷は用紙持参とする 

●コピー機、印刷機 1 枚当たり（税別） 

●タグシール（宛名シール）印刷（税別） 

 【240 円】A 4 サイズ 1 枚  【500 円】原稿作成料 A 4 サイズ 1 枚 

●備品（税別）  

【30 円】 椅子１脚、コンパネ１枚   【300 円】ドラム１台   

【100 円】机１脚（45cm ×180cm ） 【500 円】ビンゴゲーム１日、スクリーン１台 

【800 円】プロジェクター１台      【クリーニング】紅白幕（1.8m ×10m ）、ハッピ 

 
ご利用 

ください 

★需要動向のあれこれ★ ～ １４ ～ 

出雲空港の路線が増え、出雲市の観光交流人口がますます増

加することが予想されます！さて、みなさまは最近の消費者

嗜好の変化をどのように感じておられるでしょうか。 

旅行情報サービス「じゃらん」が消費者の関心事について調

査したところ、トップ３は順に「食事」「旅行」「健康・リラ

ックス」だったそうです。また、以前よりも興味関心が高ま

っていることは、順に「健康・リラックス」「旅行」「食事」。

そして、健康のために時間やお金を投資したいと考える人

は、男女問わず１０代～６０代まで約６５％とのことです。

地域資源の本質を体験してみたい！という“五感で体験する

観光”のニーズが高まっていることは１０年以上前からいわ

れていますが、これからは「体験型観光」にプラスして「健

康」というキーワード 

も重要になりそうです。 

 

「出雲縁結び空港」新規路線就航！  

株式会社フジドリームエアラインズ（ＦＤＡ）による

「出雲－静岡線」、「出雲－仙台線」が開設されます。  

静岡、仙台両便ともに、山陰両県５空港で初めての定

期路線となります。お得な割引運賃が多数設定されて

いて、さらに直行便により移動時間が大幅に短縮され

るためぐっと距離が縮まります。ご旅行、お仕事など

でお出かけの際は、便利な静岡線、仙台線をぜひご利

用ください。 

 

＜３月２５日（日）運航開始＞ 

出雲発１４：３０  

→ 静岡着１５：４０ 

静岡発１６：１５ 

 → 出雲着１７：３５ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ה ה ה ה ה  

○ⱨ▫☻ ה ה ⱶ◗ה ה  

事業所・ご自宅まで配達いたします。お気軽にお電話ください～ 

′ ḫ H I K A W A  B U N K Y O D O 

4929- 1 
          

℡ ０１２０-９６８-９６３ 

加入のお申し込みは、斐川町商工会（☎0853 - 72 - 0674 ）までお願いします！ 
 


